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報告第７号 

 

 

令和６年度池田市水道事業会計予算 

繰越計算書について 

 

 

 令和６年度池田市水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰り越したので、

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により報

告する。 

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位　円)

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額 説　　明

企業債 251,200,000 

補助金 73,000,000 

内部留
保資金

88,659,200 

令和６年度　池田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 左 の 財 源 内 訳

40,046,900 

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

配 水 管
布 設 工 事

3,100,000 

988,400,000 

１ 資本的支出

内部留
保資金

123,553,100 建設改良費1 3,100,000 

3
第 ２ 次
施設整備費

166,700,000

配 水 管
布設替工事

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

528,943,800 412,859,200 46,597,000 

-
 
2
 
-



報告第８号 

 

 

令和６年度池田市公共下水道事業会計予算 

繰越計算書について           

 

 

 令和６年度池田市公共下水道事業会計予算を翌年度へ次のとおり繰り越した

ので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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　地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額
(単位　円)

事 業 名 予 算 計 上 額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

不 用 額 説　　明

企業債 135,000,000 

補助金 75,000,000 

関係機関との
協議に時間を
要したこと等
のため

令和６年度　池田市公共下水道事業会計予算繰越計算書

款 項 左 の 財 源 内 訳

１ 資本的支出 1 建設改良費 管渠布設工事 1,254,700,000 802,566,080 210,000,000 242,133,920 

-
 
4
 
-



報告第９号 

 

 

令和６年度池田市一般会計繰越明許費 

繰越計算書について         

 

 

 令和６年度池田市一般会計繰越明許費を翌年度へ次のとおり繰り越したの

で、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   
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金 額 翌年度繰越額 既 収 入

特定財源 国府支出金 市 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円

3 民 生 費 1 社会福祉費 483,211,000 126,765,000 119,730,000 7,035,000

8 土 木 費 4 都市計画費 441,000,000 441,000,000 220,500,000 208,500,000 12,000,000

8 土 木 費 4 都市計画費 110,200,000 73,394,000 33,840,000 34,200,000 5,354,000

10 教 育 費 2 小学校費 39,710,000 39,710,000 20,054,000 19,600,000 56,000

10 教 育 費 2 小学校費 116,600,000 116,600,000 39,254,000 77,300,000 46,000

10 教 育 費 3 中学校費 132,000,000 132,000,000 44,440,000 87,500,000 60,000

10 教 育 費 3 中学校費 160,600,000 160,600,000 54,067,000 106,500,000 33,000

12 諸 支 出 金 1 防災費 60,060,000 60,060,000 30,030,000 30,030,000

12 諸 支 出 金 1 防災費 11,000,000 11,000,000 5,500,000 5,500,000

令和６年度　池田市一般会計繰越明許費繰越計算書

左 　の 　財 　源 　内 　訳

款 項 事 業 名
一般財源

未収入特定財源

都市再生整備事業

物価高騰対策臨時特別給付金
給付事業

小学校照明器具改修事業

防災対策事業

防災備蓄倉庫改修事業

中学校外壁改修事業

中学校照明器具改修事業

小学校バリアフリー改修事業

五月山動物園整備事業

-
 
6
 
-



報告第９号　　説　　明

予　算　額 決算見込額 残　　額 繰　越　額 不　用　額

円 円 円 円 円

3
1 社会福祉費

8
4 都市計画費

8
4 都市計画費

10 教育費
2 小学校費

12 委託料 35,619,000

423,921,200390,057,800813,979,000

14

38,121,200

9,428,270

工事請負費 222,200,000 153,800,000

156,288,000

14,422,270 4,994,000

68,400,000

21,196,730
土木費

7 都市再生整備費

44,963,000

1 学校管理費

80,163,000

委託料

14 35,200,000工事請負費 236,451,000

840,307284,000

4,510,000

工事請負費

負担金補助及び交付金 3,101,753,000 2,807,156,572

10 需用費 1,714,000 1,124,307

73,180,000職員手当等

294,596,428 83,480,000

68,400,000 0

1,961,84294,836,000

75,276,500 55,200,000 20,076,500

385,800,000

12 委託料 169,200,000 93,923,500
土木費

6

14

58,000 450,247

10,766,706

40,000,000

589,693

12

3

11

211,116,428

69,842,299 3,337,701 336,000 3,001,701

18

役務費

88,364,158 6,471,842

59,234,192

公園整備費

委託料

令和６年度　池田市一般会計繰越明許費繰越計算書説明

款　　 項 目 節

508,24713 使用料及び賃借料 818,000

8,159,706

19,234,192122,177,808

2,607,000

12

309,753

181,412,000

民生費
1 社会福祉総務費 24,591,000 13,824,294

-
 
7
 
-



予　算　額 決算見込額 残　　額 繰　越　額 不　用　額

10 教育費
2 小学校費

10
3 中学校費

10
3 中学校費

12
1 防災費

5,788,729,000 4,200,056,610 1,588,672,390 1,161,129,000 427,543,390

10 需用費 16,949,000 11,267,807

160,600,000 160,600,000 160,600,000 0

5,557,000 124,193

工事請負費 11,000,000

5,681,193

0

教育費
3 学校建設費 14 工事請負費 0

諸支出金
1 災害対策費 14

款　　 項 目 節

1 学校管理費

50,8041,373,196 54,553,804 54,503,000

111,650,000

11,000,000 0 11,000,000

17 備品購入費 55,927,000

264,000,000
教育費

計

152,350,000 132,000,000 20,350,00014 工事請負費

143 158,235,000 166,265,000 116,600,000 49,665,000学校建設費 工事請負費 324,500,000

-
 
8
 
-



議案第５９号 

 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型 

認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部改正について                    

 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の

教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

 

令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

職員の仕事と育児との両立に関する支援について、国家公務員において子

の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置が義務化されることを踏

まえて規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども

園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「第１４条の２第１項」を「第１４条の３第１項」に改

める。 

第１４条の３中「申告、請求又は申出」を「請求等」に改め、同条を第１

４条の４とする。 

第１４条の２第１項中「申告、請求又は申出」を「請求等」に改め、同条

を第１４条の３とし、第１４条の次に次の１条を加える。 

  （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１４条の２ 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田

市条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第２３条第１項の措置を

講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項にお

いて「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければな

らない。 

 (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「出生時

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 (3) 育児休業条例第２３条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況

- 10 -



又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以

後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両

立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認す

るための措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

  (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「育児期

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

  (2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

  (3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員

の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生

活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職

員の意向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した

事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

  第１５条中「前２条」を「前３条」に改める。 

 （池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正） 

第２条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（令和２年池田市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「第１６条第１項」を「第１７条第１項」に改める。 

  第１７条中「申告、請求又は申出」を「請求等」に改め、同条を第１８条

とする。 

第１６条第１項中「申告、請求又は申出」を「請求等」に改め、同条を第
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１７条とし、第１５条の次に次の１条を加える。 

  （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１６条 教育委員会は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市

条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第２３条第１項の措置を講

ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項におい

て「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

  (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「出生時

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

  (2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

  (3) 育児休業条例第２３条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況

又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以

後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両

立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認す

るための措置 

２ 教育委員会は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、教育委員会規則で定める期間内に、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「育児期

両立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するため

の措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員

の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生

活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職

- 12 -



員の意向を確認するための措置 

３ 教育委員会は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認し

た事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。ただし、次項及び附則第

３項の規定は、公布の日から施行する。 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前において

も、第１条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１

４条の２第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることがで

きる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規

定により講じられたものとみなす。 

 （池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 教育委員会は、施行日前においても、第２条の規定による改正後の池田市

立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例第１６

条第２項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。

この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定によ

り講じられたものとみなす。 
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議案第５９号  説  明 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型 

認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部改正について                    

 

１ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）の

一部改正〔第１条関係〕 

 (1) 仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「両立支援制度等」と

いう。）に関し、妊娠、出産等についての申出をした職員及び３歳に満た

ない子を養育する職員に対する意向確認等の義務について定めるものであ

ること。 

（第１４条の２関係） 

(2) 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を

除く。）の勤務時間、休暇等に係る委任規定について、所要の整備を行う

ものであること。 

（第１５条関係） 

２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（令和２年池田市条例第２９号）の一部改正〔第２条関係〕 

両立支援制度等に関し、妊娠、出産等についての申出をした池田市立幼稚

園型認定こども園の教育職員（以下「教育職員」という。）及び３歳に満た

ない子を養育する教育職員に対する意向確認等の義務について定めるもので

あること。 

（第１６条関係） 

３ この条例は、令和７年１０月１日から施行するものであること。また、所

要の経過措置を設けるものであること。ただし、当該経過措置に係る規定に
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ついては、公布の日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第５９号  参  考 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者（第１４条の２第１項において「配

偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする１の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」と

いう。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

２・３ （略） 

第１２条の２～第１４条 （略） 

  

 

  １ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者（第１４条の３第１項において「配

偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする１の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」と

いう。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

２・３ （略） 

第１２条の２～第１４条 （略） 

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１４条の２ 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市

-
 
1
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第２３条第１項の措置を講ず

るに当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項において

「申出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

 (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「出生時両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 (3) 育児休業条例第２３条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況又

は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に

発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支

障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための

措置 

２ 任命権者は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において「対

象職員」という。）に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

 (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「育児期両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための

-
 
1
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１４条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立

に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事

項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に係る当

該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

 （介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１４条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1)～(3) （略） 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

措置 

 (3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の

家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と

家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意

向を確認するための措置 

３ 任命権者は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した事

項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１４条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立

に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事

項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向

を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

 （介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１４条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1)～(3) （略） 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 
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        改        正        前         改        正        後 

第１５条 前２条に定めるものを除くほか、非常勤職員（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休暇等は、第２

条から第１４条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規

則で定める基準に従い、任命権者が定める。 

第１６条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者（第１６

条第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により教育

委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため、教育委員会規則の定めるところにより

職員の申出に基づき要介護者１人につき当該介護を必要とする１の継続する

状態ごとに３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で教育委員

会が指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇とする。 

第１５条 前３条に定めるものを除くほか、非常勤職員（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休暇等は、第２

条から第１４条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規

則で定める基準に従い、任命権者が定める。 

第１６条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者（第１７

条第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により教育

委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため、教育委員会規則の定めるところにより

職員の申出に基づき要介護者１人につき当該介護を必要とする１の継続する

状態ごとに３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で教育委員

会が指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇とする。 
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        改        正        前         改        正        後 

２ （略） 

第１３条～第１５条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

第１３条～第１５条 （略） 

 （妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等） 

第１６条 教育委員会は、職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条

例第２号。以下「育児休業条例」という。）第２３条第１項の措置を講ずる

に当たっては、同項の規定による申出をした職員（以下この項において「申

出職員」という。）に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「出生時両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

 (2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下「請求等」とい

う。）に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 (3) 育児休業条例第２３条第１項の規定による申出に係る子の心身の状況又

は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に

発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支

障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための

措置 

２ 教育委員会は、３歳に満たない子を養育する職員（以下この項において

「対象職員」という。）に対して、教育委員会規則で定める期間内に、次に

掲げる措置を講じなければならない。 
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１６条 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に

資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に係る当該

職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

（介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条 教育委員会は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円滑に

 (1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置（以下「育児期両

立支援制度等」という。）その他の事項を知らせるための措置 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための

措置 

(3) 対象職員の３歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の

家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と

家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意

向を確認するための措置 

３ 教育委員会は、第１項第３号又は前項第３号の規定により意向を確認した

事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。 

 （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１７条 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に

資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を

確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ （略） 

（介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条 教育委員会は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよう

-
 
2
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 

 

 

 

 

-
 
2
2
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議案第６０号 

 

 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類 

及び基準に関する条例の一部改正について        

 

 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

理  由 

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により、部分休業制度に

おいて、従来の１日につき２時間を超えない範囲内で勤務しないこととする

制度によるほか、１年につき一定の時間の範囲内で１日の勤務時間の全部又

は一部について勤務しないことを選択できるよう変更されることに伴い、所

要の整備を行うため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例（案） 

 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部

を次のように改正する。 

  第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「第２条第 1 項、第３条第

２項、第５条第２項、第７条、第８条、第１０条第１項及び第２項、第１４

条及び第１５条（これらの規定を同法第１７条において準用する場合を含

む。）、第１７条、第１８条第３項並びに第１９条第１項及び第２項」を削

り、「基づき、並びに同法を実施するため、」を「基づく」に改める。 

第１９条中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「（以下「定年前再任用短

時間勤務職員等」という。）」を削り、「除く」の次に「。次条において同

じ」を加える。 

第２０条の見出し中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条第１

項中「以下同じ。）」の次に「のうち同条第２項第１号に掲げる範囲内で請

求するもの（以下「第１号部分休業」という。）」を加え、「、勤務時間条

例第２条第１項に規定する正規の勤務時間（教育職員にあっては教育職員勤

務時間条例第２条第１項に規定する勤務時間、非常勤職員（定年前再任用短

時間勤務職員等を除く。以下この条において同じ。）にあっては当該非常勤

職員について定められた勤務時間）の始め又は終わりにおいて」を削り、同

条第２項及び第３項中「部分休業」を「第１号部分休業」に改め、同条の次

に次の４条を加える。 

  （第２号部分休業の承認） 

- 24 -



第２０条の２ 部分休業のうち育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範

囲内で請求するもの（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時

間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあって

は、それぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することが

できる。 

  (1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合

であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該

勤務時間の時間数 

  (2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、

当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

  （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

 第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎

年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

  （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準とし

て条例で定める時間） 

第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間

を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、

当該各号に定める時間とする。 

  (1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

  (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０

を乗じて得た時間 

  （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配

偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

同条第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じ

たことにより同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）
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をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著

しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。 

第２２条を次のように改める。 

  （部分休業の承認の取消事由） 

 第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第

２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第２条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第２項中「一部（２時間を超えない範囲内の時間に限る。）」を

「全部又は一部」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和８年３月３１日までの間に第１条の規定によ

る改正後の職員の育児休業等に関する条例第２０条の２に規定する第２号部

分休業の承認の請求をする場合における同条例第２０条の４の規定の適用に

ついては、同条第１号中「７７時間３０分」とあるのは「３８時間４５分」

と、同条第２号中「１０」とあるのは「５」とする。 
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議案第６０号  説  明 

 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類 

及び基準に関する条例の一部改正について        

 

１ 職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）の一部改正

〔第１条関係〕 

(1) 文言の整備を行うものであること。 

（第１条関係） 

(2) 第２号部分休業（１年につき一定の時間の範囲内で１日の勤務時間の全

部又は一部について行うことができる部分休業をいう。以下同じ。）の導

入により１日の勤務時間の全部について部分休業をすることが可能となる

ことに伴い、部分休業をすることができない職員の要件のうち、勤務日ご

との勤務時間に関する要件を廃止するものであること。 

（第１９条関係） 

(3) 第１号部分休業（１日につき２時間を超えない範囲内で勤務しないこと

とする従来の部分休業をいう。以下同じ。）の請求に対する任命権者の承

認について、その請求に係る時間が勤務時間の始め又は終わりに接続して

いることを要件としていたところ、これを廃止するものであること。 

（第２０条関係） 

(4) 第２号部分休業の請求に対する任命権者の承認に係る要件について、１

時間を単位とすることとして定めるものであること。ただし、その請求に

係る勤務日の勤務時間に分を単位とする時間がある場合にはその勤務時間

の全部について、また、第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数が

ありその残時間数の全部に係る請求があった場合にはその残時間数につい

て承認することができるとするものであること。 
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（第２０条の２関係） 

(5) 部分休業の請求をしようとする職員が行うべき第１号部分休業又は第２

号部分休業のいずれを請求するかの任命権者への申出（(7)及び(8)におい

て「部分休業の申出」という。）は、毎年４月１日から翌年３月３１日ま

での期間ごとによることとするものであること。 

（第２０条の３関係） 

(6) 第２号部分休業の１年につき取得が可能な時間は、非常勤職員以外の職

員にあっては７７時間３０分、非常勤職員にあっては当該非常勤職員の勤

務日１日当たりの勤務時間数に１０を乗じて得た時間とするものであるこ

と。 

（第２０条の４関係） 

(7) 部分休業の申出をした内容の変更を認める要件について、配偶者が負傷

又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の部分休業の

申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該部分休

業の申出の内容を変更しなければ当該部分休業に係る子の養育に著しい支

障が生じると任命権者が認める場合として定めるものであること。 

（第２０条の５関係） 

(8) 部分休業の申出をした内容の変更をした場合について、これを部分休業

の承認の取消事由として定めるものであること。 

（第２２条関係） 

２ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例第２

３号）の一部改正〔第２条関係〕 

企業職員の給与の減額に係る規定について、第２号部分休業の導入により

１日の勤務時間の全部について部分休業をすることが可能となることに伴う

所要の整理を行うものであること。 

（第１６条関係） 
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３ この条例は、令和７年１０月１日から施行するものであること。また、所

要の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第６０号  参  考 

職員の育児休業等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 職員の育児休業等に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号。以下「育児休業法」という。）第２条第１項、第３条第２項、第

５条第２項、第７条、第８条、第１０条第１項及び第２項、第１４条及び第

１５条（これらの規定を同法第１７条において準用する場合を含む。）、第

１７条、第１８条第３項並びに第１９条第１項及び第２項の規定に基づき、

並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

第２条～第１８条 （略） 

 （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務の日数及び

勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員

（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。）及び育児休

業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員とする。 

 （部分休業の承認） 

  １ 職員の育児休業等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第

１１０号。以下「育児休業法」という。）の規定に基づく職員の育児休業等

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

第２条～第１８条 （略） 

 （部分休業をすることができない職員） 

第１９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務の日数を考

慮して規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の

４第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。次条において同

じ。）及び育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員とす

る。 

 （第１号部分休業の承認） 

-
 
3
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）の承認は、勤務時間条例第２条第１項に規定する正規の勤務時

間（教育職員にあっては教育職員勤務時間条例第２条第１項に規定する勤務

時間、非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条にお

いて同じ。）にあっては当該非常勤職員について定められた勤務時間）の始

め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとする。 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間又は当該育児時間に相当する勤

務時間条例第１１条若しくは教育職員勤務時間条例第１１条に規定する特別

休暇（以下「育児時間」という。）又は勤務時間条例第１２条の２第１項若

しくは教育職員勤務時間条例第１３条第１項の規定による介護時間の承認を

受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業の承認につ

いては、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常勤

職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間

を超えない範囲内（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）

第６１条の２第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介護をす

るための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

第２０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。

以下同じ。）のうち同条第２項第１号に掲げる範囲内で請求するもの（以下

「第１号部分休業」という。）の承認は、３０分を単位として行うものとす

る。 

 

 

２ 労働基準法第６７条の規定による育児時間又は当該育児時間に相当する勤

務時間条例第１１条若しくは教育職員勤務時間条例第１１条に規定する特別

休暇（以下「育児時間」という。）又は勤務時間条例第１２条の２第１項若

しくは教育職員勤務時間条例第１３条第１項の規定による介護時間の承認を

受けて勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する第１号部分休業の承

認については、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につき、当該

非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分を減じ

た時間を超えない範囲内（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７

６号）第６１条の２第２０項の規定による介護をするための時間（以下「介

護をするための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあって

-
 
3
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該介護をす

るための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲

内）で行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えな

い範囲内）で行うものとする。 

 （第２号部分休業の承認） 

第２０条の２ 部分休業のうち育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲

内で請求するもの（以下「第２号部分休業」という。）の承認は、１時間を

単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、そ

れぞれ当該各号に定める時間数の第２号部分休業を承認することができる。 

 (1) １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合で

あって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務

時間の時間数 

 (2) 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合であって、当

該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数 

 （育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第２０条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間は、毎年

４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 （育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を基準として

条例で定める時間） 

第２０条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を

-
 
3
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２１条 （略） 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 第１４条の規定は、部分休業について準用する。 

 

第２３条・第２４条 （略） 

  ２ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条～第１５条 （略） 

基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該

各号に定める時間とする。 

 (1) 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

 (2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時間数に１０を

乗じて得た時間 

 （育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第２０条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情は、配偶

者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条

第２項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたこと

により同条第３項の規定による変更（以下「第３項変更」という。）をしな

ければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障

が生じると任命権者が認める事情とする。 

第２１条 （略） 

 （部分休業の承認の取消事由） 

第２２条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法第５条第２

項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたときとする。 

第２３条・第２４条 （略） 

  ２ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条～第１５条 （略） 

-
 
3
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 （給与の減額） 

第１６条 （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時間に限

る。）を勤務しないことをいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、勤務１時間当たりの

給与額を減額して給与を支給する。 

第１７条～第２０条 （略） 

 

 

 （給与の減額） 

第１６条 （略） 

２ 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養

育するため１日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。）の承

認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない

１時間につき、勤務１時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

第１７条～第２０条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
3
4
 
-



議案第６１号 

 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部改正について 

 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例を次のように定

める。 

 

 

令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

池田市公共施設予約システム導入に際し、関係施設における手続の見直し

等を行うため、関係条例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例（案） 

 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正） 

第１条 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「という。）は」の次に「、規則で定めるところにより」

を加える。 

（池田市保健福祉総合センター条例の一部改正） 

第２条 池田市保健福祉総合センター条例（平成２０年池田市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「という。）は」の次に「、規則で定めるところにより」

を加え、同条第３項を次のように改める。 

３ センターの駐車場を使用する者は、自動車を退場させる際、別表第２に

定める使用料を納付しなければならない。 

第１３条を次のように改める。 

（使用料の還付） 

第１３条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又

は一部を還付することができる。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正） 

第３条 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「という。）は」の次に「、規則で定めるところにより」

を加える。 

第１３条を次のように改める。 
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（使用料の還付） 

第１３条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又

は一部を還付することができる。 

（公民館条例の一部改正） 

第４条 公民館条例（昭和３９年池田市条例第２９号）の一部を次のように改

正する。 

第１１条第１項中「規則で定める公民館使用許可申請書兼同意書を」を削

り、「に提出して許可」を「の許可」に改め、同項に後段として次のように

加える。 

許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

第１１条第２項を次のように改める。 

２ 教育委員会は、前項の許可に当たり公民館の管理運営上必要があると認

めるときは、その使用について条件を付することができる。 

第１３条中「使用者は」の次に「、規則で定めるところにより」を加え、

同条ただし書及び各号を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めると

ころにより、使用料を減免することができる。 

(1) 法第２２条に規定する事業を実施するほか、市又は教育委員会が使用

するとき。 

(2) 社会教育関係団体その他公益を目的とする事業を実施する団体が使用

する場合で、その使用が公益を目的とするものと教育委員会が認めると

き。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。 

第１４条を次のように改める。 

（使用料の還付） 

第１４条 教育委員会は、規則で定めるところにより、納付された使用料の

- 37 -



全部又は一部を還付することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年９月１日から施行する。 

（池田市ダイバーシティセンター条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の池田市ダイバーシティセンター条例第７条第

１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後にされ

る申請による池田市ダイバーシティセンターの施設の使用に係る使用料の納

付について適用し、施行日前にされた申請による池田市ダイバーシティセン

ターの施設の使用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。 

（池田市保健福祉総合センター条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の池田市保健福祉総合センター条例第１２条第

１項の規定は、施行日以後にされる申請による同条例別表第１に掲げる施設

の使用に係る使用料の納付について適用し、施行日前にされた申請による同

表に掲げる施設の使用に係る使用料の納付については、なお従前の例による。 

（池田市立市民活動交流センター条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第３条の規定による改正後の池田市立市民活動交流センター条例第１２条

第１項の規定は、施行日以後にされる申請による池田市立市民活動交流セン

ターの施設又は設備の使用に係る使用料の納付について適用し、施行日前に

された申請による池田市立市民活動交流センターの施設又は設備の使用に係

る使用料の納付については、なお従前の例による。 

（公民館条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第４条の規定による改正後の公民館条例第１３条第１項の規定は、施行日

以後にされる申請による公民館の使用に係る使用料の納付について適用し、

施行日前にされた申請による公民館の使用に係る使用料の納付については、

なお従前の例による。 
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議案第６１号  説  明 

 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部改正について 

 

１ 池田市ダイバーシティセンター条例（令和３年池田市条例第１４号）の一

部改正〔第１条関係〕 

池田市ダイバーシティセンターの施設の使用に係る使用料の前納の方法に

ついて、規則に委任して定めることとするものであること。 

（第７条関係） 

２ 池田市保健福祉総合センター条例（平成２０年池田市条例第２８号）の一

部改正〔第２条関係〕 

(1) 池田市保健福祉総合センターの会議室等の使用に係る使用料の前納の方

法について、規則に委任して定めることとするものであること。また、池

田市保健福祉総合センターの駐車場の使用に係る使用料の納付方法につい

て、条例に明記するものであること。 

（第１２条関係） 

(2) 池田市保健福祉総合センターの会議室等及び駐車場の使用に係る使用料

の還付について、所要の規定の整備を行うものであること。 

（第１３条関係） 

３ 池田市立市民活動交流センター条例（令和３年池田市条例第１６号）の一

部改正〔第３条関係〕 

(1) 池田市立市民活動交流センターの施設及び設備の使用に係る使用料の前

納の方法について、規則に委任して定めることとするものであること。 

（第１２条関係） 

(2) 池田市立市民活動交流センターの施設及び設備の使用に係る使用料の還

付について、所要の規定の整備を行うものであること。 
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（第１３条関係） 

４ 公民館条例（昭和３９年池田市条例第２９号）の一部改正〔第４条関係〕 

(1) 公民館の使用の許可について、その変更に係る手続を定め、及び使用条

件の付与に関し明記するほか、所要の規定の整備を行うものであること。 

（第１１条関係） 

(2) 公民館の使用に係る使用料について、前納の方法を規則に委任して定め

ることとし、及び減免事由を整備するほか、所要の規定の整備を行うもの

であること。 

（第１３条関係） 

(3) 公民館の使用に係る使用料の還付について、所要の規定の整備を行うも

のであること。 

（第１４条関係） 

５ この条例は、令和７年９月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第６１号  参  考 

池田市ダイバーシティセンター条例等の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 池田市ダイバーシティセンター条例 

第１条～第６条 （略） 

（使用料） 

第７条 施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、別表

に定める使用料を前納しなければならない。 

２ （略） 

第８条～第１３条 （略） 

２ 池田市保健福祉総合センター条例 

第１条～第１１条 （略） 

（使用料） 

第１２条 センターの会議室等の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」と

いう。）は、別表第１に定める使用料を前納しなければならない。 

 

２ （略） 

３ センターの駐車場の使用料は、別表第２のとおりとする。 

 

４ （略） 

  １ 池田市ダイバーシティセンター条例 

第１条～第６条 （略） 

（使用料） 

第７条 施設の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は、規則

で定めるところにより、別表に定める使用料を前納しなければならない。 

２ （略） 

第８条～第１３条 （略） 

  ２ 池田市保健福祉総合センター条例 

第１条～第１１条 （略） 

（使用料） 

第１２条 センターの会議室等の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」と

いう。）は、規則で定めるところにより、別表第１に定める使用料を前納し

なければならない。 

２ （略） 

３ センターの駐車場を使用する者は、自動車を退場させる際、別表第２に定

める使用料を納付しなければならない。 

４ （略） 

-
 
4
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

（使用料の還付） 

第１３条 納付された使用料は還付しない。ただし、市長は、特別の理由があ

ると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

第１４条～第１８条 （略） 

３ 池田市立市民活動交流センター条例 

第１条～第１１条 （略） 

（使用料） 

第１２条 センター施設又はセンター設備の使用の許可を受けたもの（以下

「使用者」という。）は、センター施設の使用にあっては別表第１、セン

ター設備の使用にあっては別表第２に定める使用料を前納しなければなら

ない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、前納によらない

で納付することができる。 

２ （略） 

（使用料の不還付） 

第１３条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別な事由が

あると認めるときは、規則で定めるところにより、当該使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

第１４条～第１９条 （略） 

４ 公民館条例 

（使用料の還付） 

第１３条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

第１４条～第１８条 （略） 

３ 池田市立市民活動交流センター条例 

第１条～第１１条 （略） 

（使用料） 

第１２条 センター施設又はセンター設備の使用の許可を受けたもの（以下

「使用者」という。）は、規則で定めるところにより、センター施設の使

用にあっては別表第１、センター設備の使用にあっては別表第２に定める

使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認

める場合は、前納によらないで納付することができる。 

２ （略） 

（使用料の還付） 

第１３条 市長は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

 

第１４条～第１９条 （略） 

  ４ 公民館条例 

-
 
4
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第１０条 （略） 

（使用の許可） 

第１１条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ規則で定める公民館

使用許可申請書兼同意書を教育委員会に提出して許可を受けなければならな

い。 

２ 教育委員会は、前項の規定による提出があったときは、その内容を精査し

て支障がないと認めたときは、規則で定める公民館使用許可書を交付する。 

第１２条 （略） 

（使用料） 

第１３条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただ

し、教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

(1) 法第２２条に規定する事業の実施 

(2) 公用又は公益を目的とするものであるとき。 

(3) その他特別の事由があるとき。 

 

 

 

第１条～第１０条 （略） 

（使用の許可） 

第１１条 公民館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を

受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様と

する。 

２ 教育委員会は、前項の許可に当たり公民館の管理運営上必要があると認め

るときは、その使用について条件を付することができる。 

第１２条 （略） 

（使用料） 

第１３条 使用者は、規則で定めるところにより、別表に定める使用料を前納

しなければならない。 

 

 

 

 

 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるとこ

ろにより、使用料を減免することができる。 

(1) 法第２２条に規定する事業を実施するほか、市又は教育委員会が使用す

-
 
4
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

（使用料の還付） 

第１４条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、規則で定め

るところにより、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

第１５条～第１９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るとき。 

(2) 社会教育関係団体その他公益を目的とする事業を実施する団体が使用す

る場合で、その使用が公益を目的とするものと教育委員会が認めるとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めるとき。 

（使用料の還付） 

第１４条 教育委員会は、規則で定めるところにより、納付された使用料の全

部又は一部を還付することができる。 

第１５条～第１９条 （略） 

 

-
 
4
4
 
-



議案第６２号 

 

阪急池田駅南広場再整備工事請負変更契約の 

締結について 

 

 令和６年６月池田市議会定例会において議案第４６号として議決を経て締結

した工事の請負契約について、下記のとおり変更に係る契約を締結したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年池田市条例

第８号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

 変更前契約金額 金２２２，２００，０００円 

 変更後契約金額 金２２２，６０５，０００円 

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

理  由 

公共工事設計労務単価の上昇に伴い、契約書第２５条第６項の規定により、

契約金額を変更する必要が生じたため、阪急池田駅南広場再整備工事請負変

更契約を締結したいので、本議案を提出するものである。 
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議案第６２号  参  考（１） 

 

議案の提出に至るまでの経緯について 

 

１ 阪急池田駅南広場再整備工事については、令和６年５月１４日の入札を経

て同月１７日仮契約【参考（２）】を締結し、令和６年議案第４６号により

議会の議決を経て、令和６年６月２４日に本契約【参考（３）】を締結した。 

２ 令和６年１２月２３日、工事工程を見直したことによる債務負担行為の廃

止に伴い、変更契約【参考（４）】を締結した。 

３ 令和７年３月２７日、契約金額の変更を伴わない設計内容の変更をするた

め、変更契約【参考（５）】を締結した。 

４ 令和７年３月２８日、令和６年度の工事出来形として予定していた工事材

料が工場から工事現場に搬入できない状況となり、工場にある工場製品を部

分払の対象となる工事出来形に含められるよう変更するため、変更契約【参

考（６）】を締結した。 

５ 令和７年３月に公共工事設計労務単価（公共工事の工事費の積算に用いる

ため国土交通省が決定する公共工事に係る労働者の労務単価をいう。以下同

じ。）が引き上げられたことに伴い、当該引上げ後の公共工事設計労務単価

を用いて積算した金額に変更することについて受注者から請求があり、契約

金額を変更する必要が生じたため、変更契約【参考（７）】の締結について

の議決を求め、本議案の提出に至ったものである。 

                        （消費税込み） 

契 約 の 目 的 
変 更 前 

契 約 金 額 

変 更 後 

契 約 金 額 
差 引 増 額 

阪急池田駅南広場再整備工事 
円 

222,200,000 

円 

222,605,000 

円 

405,000 

 

- 46 -



 

議案第６２号  参  考（２） 

 

【当初契約書（令和６年６月池田市議会定例会 議案第４６号参考の一部）】 

 

 池契工般第１号 

 

建 設 工 事 請 負 契 約 書 

１ 工 事 名       阪急池田駅南広場再整備工事 

２ 工 事 場 所       池田市呉服町２番地内他 

３ 工 事 期 間       本契約締結の日の翌日から令和７年７月３１日まで 

４ 

請 負 代 金 額       
 十億   百万   千   円 

 ￥ ２ ２ ２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

うち取引に係る消費税 

及 び 地 方 消 費 税 の 額 

 
 ￥ ２ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

５ 契 約 保 証 金       免除（公共工事履行保証証券加入） 

６ 
建設発生土の      

搬 出 先 等       
建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり 

７ 
解体工事に要      

す る 費 用 等       

 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

12 年法律第 104 号）第 9 条第 1 項に規定する対象建設工事の場合は、

(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をす

るための施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用につい

て、それぞれの別添書面に記載する。 

８ 適用除外条項        

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添

の条項（適用除外条項は、上記８のとおり。）によって公正な請負契約を締結し、信義に従っ

て誠実にこれを履行するものとする。 

 また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書に

より契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 

 本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

  令和６年５月１７日 

 

 大阪府池田市城南１丁目１番１号 

   発注者 池 田 市  

代 表 者 池田市長  瀧 澤 智 子 

 

 受注者 

所 在 地 池田市城南３丁目６番１３号 

商号又は 名 称 村本建設工業㈱ 

代 表 者 氏 名 代表取締役 小倉 徹也 

 
（以下略） 
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議案第６２号  参  考（３） 

 

【本契約締結通知書】 

 

 

池 契 約 発 第 ６ 号 

令和６年６月２４日 

村本建設工業㈱ 

代表取締役 小倉 徹也 様 

池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

本契約の締結について（通知） 

 

 

令和６年５月１７日付で工事請負仮契約を締結した「阪急池田駅南広場再整

備工事」は、下記のとおり池田市議会の議決を得ましたので、工事請負契約第

６０条の条項により、令和６年６月２４日を本契約締結日としますので通知し

ます。 
 

記 

 

議 案 番 号  議案第４６号 

件 名  阪急池田駅南広場再整備工事請負契約の締結について 

議 決 の 結 果  原案可決 

議 決 年 月 日  令和６年６月２４日 

本契約締結日  令和６年６月２４日 
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議案第６２号  参  考（４） 

 

【変更契約書】 

 

 

工事請負変更契約書 

 

 

令和６年６月２４日付け貴社と本契約の建設工事請負契約内容について、下記の

とおり変更する。 

 

工 事 名  阪急池田駅南広場再整備工事 

工事場所  池田市呉服町２番地内他 

変更事項  金額・工期変更を伴わない契約書の変更 

   

  頭書８ 適用除外条項 

変更前  記載なし 

変更後  第３９条（債務負担行為に係る契約の特則） 

第４０条（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の

特則） 

第４１条（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

令和６年１２月２３日 

 

         大阪府池田市城南１丁目１番１号 

    発注者  池  田  市 

         代  表  者  池田市長 瀧 澤 智 子 

 

         所  在  地  池田市城南３丁目６番１３号 

受注者  商号又は名称  村本建設工業㈱ 

         代表者氏 名  代表取締役 小倉 徹也 
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議案第６２号  参  考（５） 

 

【変更契約書】 

 

 

工事請負変更契約書 

 

 

令和６年１２月２３日付け貴社と変更契約の建設工事請負契約内容について、下

記のとおり変更する。 

 

工 事 名  阪急池田駅南広場再整備工事 

工事場所  池田市呉服町２番地内他 

変更事項  金額変更を伴わない設計内容の変更 

   

  １ 設計図書 

    別紙のとおり 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

令和７年３月２７日 

 

         大阪府池田市城南１丁目１番１号 

    発注者  池  田  市 

         代  表  者  池田市長 瀧 澤 智 子 

 

         所  在  地  池田市城南３丁目６番１３号 

受注者  商号又は名称  村本建設工業㈱ 

         代表者氏 名  代表取締役 小倉 徹也 
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議案第６２号  参  考（６） 

 

【変更契約書】 

 

 

工事請負変更契約書 

 

 

令和７年３月２７日付け貴社と変更契約の建設工事請負契約内容について、下記

のとおり変更する。 

 

工 事 名  阪急池田駅南広場再整備工事 

工事場所  池田市呉服町２番地内他 

変更事項  金額・工期変更を伴わない契約書の変更 

   

  部分払いに関する規定（第３７条）の一部変更 

    ・建設工事請負契約書第３７条第１項中「出来形部分及び工事現場に搬入

済みの工事材料」を「出来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料及び

製造工場等にある工場製品」に変更する。 

・同条第２項中「出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料」を「出

来形部分、工事現場に搬入済みの工事材料又は製造工場等にある工場製

品」に変更する。 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

令和７年３月２８日 

 

         大阪府池田市城南１丁目１番１号 

    発注者  池  田  市 

         代  表  者  池田市長 瀧 澤 智 子 

 

         所  在  地  池田市城南３丁目６番１３号 

受注者  商号又は名称  村本建設工業㈱ 

         代表者氏 名  代表取締役 小倉 徹也 
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議案第６２号  参  考（７） 

 

【変更契約書】 

 

 

工事請負変更契約書 

 

 

令和７年３月２８日付け貴社と変更契約の建設工事請負契約内容について、下記

のとおり変更する。 

なお、この契約は仮契約であり、池田市議会の議決がなされたとき本契約となる

ものとする。 

工 事 名  阪急池田駅南広場再整備工事 

工事場所  池田市呉服町２番地内他 

変更事項   

   

  １ 変更前請負代金額 ￥222,200,000 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥20,200,000） 

２ 変更後請負代金額 ￥222,605,000 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ￥20,236,818） 

３ 差引増額        ￥405,000 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額     ￥36,818） 

 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。 

 

令和７年５月２０日 

 

         大阪府池田市城南１丁目１番１号 

    発注者  池  田  市 

         代  表  者  池田市長 瀧 澤 智 子 

 

         所  在  地  池田市城南３丁目６番１３号 

受注者  商号又は名称  村本建設工業㈱ 

         代表者氏 名  代表取締役 小倉 徹也 
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議案第６３号 

 

 

池田市公平委員会委員の選任について 

 

 

  下記の者を池田市公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２

５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所                   

 

  氏 名     眞 下 照 雄 

 

                 

 

 

   令和７年６月５日  提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市公平委員会委員眞下照雄氏は、来る令和７年８月７日をもって任期

満了となるため、その後任を選任するものである。 
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議案第６４号 

 

 

池田市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

 

  下記の者を池田市固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を

求める。 

 

記 

 

住 所                      

 

  氏 名     北 村   真 

 

                 

 

 

   令和７年６月５日  提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市固定資産評価審査委員会委員北村真氏は、来る令和７年６月３０日

をもって任期満了となるため、その後任を選任するものである。 
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議案第６５号 

 

 

池田市職員懲戒審査委員会委員の選任について 

 

 

下記の者を池田市職員懲戒審査委員会委員に選任したいので、地方自治法施

行規程（昭和２２年政令第１９号）第１６条第３項の規定により、議会の同意

を求める。 

 

 

記 

 

（学識経験を有する者） 

  住 所                         

  氏 名     本 郷   修 

                                    

 

住 所                    

  氏 名     松 室 利 幸 

                                    

 

  住 所                         

  氏 名     村 瀬 謙 一 
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（市職員から選任する者） 

  住 所                   

 氏 名     衛 門 昭 彦 

                                  

 

  住 所                      

  氏 名     塩 川 英 樹 

                                   

 

 

 

  令和７年６月５日  提出 

 

                                  池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

理  由 

   池田市職員懲戒審査委員会委員本郷修氏、松室利幸氏、村瀬謙一氏、衛 

門昭彦氏、塩川英樹氏は、来る令和７年６月３０日をもって任期満了となる

ため、その後任を選任するものである。 
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議案第６６号 

 

財産区管理委員の選任について 
 

下記の者を財産区管理委員に選任したいので、財産区管理会条例（昭和３８

年池田市条例第１９号）第３条の規定により議会の同意を求める。 
 

記 
 
大字西市場財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

              中田 伸幸           

               烏帽子淳一           

               中田 耕二            

               中田 重幸             

              中村  登            

              中村  公           

               上田 晃三             

 

大字畑財産区 

住  所 氏  名 生年月日 

            谷田 道昭            

             村上 光延            

             正田 憲史             

             吉原 文彦           

            荒木  宏            

            谷田  基           

             岸本 洋平            

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

理  由 

  大字西市場財産区及び大字畑財産区の各財産区管理会の各財産区管理委員

は、来る令和７年６月２６日をもって任期満了となるので、その後任を選任

するものである。 
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諮問第１号 

 

 

人権擁護委員の推薦に関する諮問について 

 

 

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

 

記 

 

 

住 所                      

氏 名     奥   由 佳 

               

 

住 所                 

氏 名     中 尾 裕 美 

               

 

住 所                  

氏 名     古 澤 頼 秋 
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住 所                        

氏 名     本 多 秀 義 

               

 

住 所                      

氏 名     宮 谷 玲 子   

              

 

 

 

  令和７年６月５日 提出 

 

                      池田市長 瀧 澤 智 子 

 

 

 

 

 

理  由 

人権擁護委員奥由佳氏、中尾裕美氏、古澤頼秋氏、本多秀義氏、宮谷玲子

氏は、来る令和７年１２月３１日をもって任期満了となるため、その後任委

員の推薦を必要とするものである。 
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令 和 ７ 年 度

池 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（第２号）

　議案第６７号

-
 
6
1
 
-



 議案第６７号

（総　　　則）

第１条　令和７年度池田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和７年度池田市水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１水 道 事 業 収 益 ２，４８８，５５９ ３，４４４ ２，４９２，００３

２ 営 業 外 収 益 ３３９，３９７ ３，４４４ ３４２，８４１

令和７年度池田市水道事業会計補正予算（第２号）

補 正 予 定 額 計
科　　　　　　　　目

既 決 予 定 額
款 項

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ７ 年 ６ 月 ５ 日　提　出

-
 
6
2
 
-



１ 水 道 事 業 収 益 ２，４８８，５５９ ３，４４４ ２，４９２，００３

２ 営 業 外 収 益 ３３９，３９７ ３，４４４ ３４２，８４１

３ 他 会 計 補 助 金 ３，２５４ ３，７８９ ７，０４３

５
消 費 税 及 び 地 方
消 費 税 還 付 金

２２，１７４ △３４５ ２１，８２９

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

収　益　的　収　入

令和７年度池田市水道事業会計補正予算実施計画
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減価償却費 ８５１,７１３

１００

（単位　千円）

当年度純利益又は当年度純損失（△）

△

１９賞与等引当金の増減額（△は減少）

受取利息 △ ２,１７５

長期前受金戻入

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増減額（△は減少） ２３,５１２

２２,７４７

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△ １１１,０４２

支払利息 １０８,４１５

未払金の増減額（△は減少） △ ２９６

固定資産除売却費 ９,６５７

未収金の増減額（△は増加） △ ６,０８２

小　計 ８９６,３６８

利息の受取額 ２,１７５

利息の支払額 △ １０８,４１５

業務活動によるキャッシュ・フロー ７９０,１２８

（ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで ）

令和７年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
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投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

国庫補助金による収入

有形固定資産の取得による支出 △

１９,７０６

２,３６４,３１４

財務活動によるキャッシュ・フロー

２８１,７１２

２,０８２,６０２

△

投資活動によるキャッシュ・フロー △ １,５８３,７３８

△ ７００,５０２

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

２

５１１,８９８

３

１,２１２,４００

１,６７１,３４３

工事負担金による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 １,５３６

６６,３６３
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１

(1)

２，１４１，５５８

８０２，４３１

△　４６０，１９０ ３４２，２４１

２５，７３６，５３７

△　１２，４８０，５５５ １３，２５５，９８２

１０，６２６，１９０

△　７，５１１，３０３ ３，１１４，８８７

３９，７２２

△　３５，３３０ ４，３９２

２１６，９７９

△　１７２，５９６ ４４，３８３

９３４，８６０

１９，８３８，３０３

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

( 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ

有 形 固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

土 地

ロ

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

工 具 、 器 具 及 び 備 品

令和７年度池田市水道事業予定貸借対照表

建 物

ハ

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

-
 
6
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-



(2)

５９６，０６６

７７８

５９６，８４４

２０，４３５，１４７

２

(1) ２，０８２，６０２

(2) ２９７，４６６

△　５，０３５ ２９２，４３１

(3) ２３，５４８

２，３９８，５８１

２２，８３３，７２８

貸 倒 引 当 金

ダ ム 使 用 権

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産

資 産 合 計

イ

ロ

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

電 話 加 入 権

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

-
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３

(1)

８，５３４，８３９

８，５３４，８３９

(2)

３８９，７９０

３８９，７９０

８，９２４，６２９

４

(1)

７４９，９８２

７４９，９８２

(2) ９２，２１８

(3) １３９，５３２

(4)

３６，０４６

３６，０４６

１，０１７，７７８

未 払 金

引 当 金

引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

企 業 債

流 動 負 債

企 業 債

イ 退 職 給 付 引 当 金

イ

引 当 金 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

企 業 債 合 計

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

預 り 金

充 て る た め の 企 業 債

引 当 金 合 計

イ 賞 与 等 引 当 金
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５

(1) ５，９９７，４８５

△　３，８０３，１６３

２，１９４，３２２

１２，１３６，７２９

６ １０，０３５，３２９

７

(1)

７２１，６７０

７２１，６７０

(2)

６０，０００

６０，０００

６６１，６７０

１０，６９６，９９９

２２，８３３，７２８

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金

資 本 金

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益 合 計

欠 損 金 合 計

イ

剰 余 金

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益

長 期 前 受 金
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令 和 ７ 年 度

池田市水道事業会計補正予算説明

（第２号）

　議案第６７号　　説　　明
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千円 千円 千円 千円

3,789 
 ＡＩ管路劣化診断に
 係る一般会計繰入金

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

千円

１ 水道事業収益 2,488,559 3,444 2,492,003 

3,254 3,789 7,043 

収　益　的　収　入

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

一般会計補助金 追加3,789 

(2)営 業 外 収 益 339,397 3,444 342,841 

３ 他 会 計 補 助 金

△345 △345 減額

５
消費税及び地方
消 費 税 還 付 金

22,174 △345 21,829 

消費税及び地方
消 費 税 還 付 金
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議案第６８号

　令和７年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ １,９１５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２,４４３,１５３千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年６月５日　提出

令和７年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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議案第６８号　　説　　明

後期高齢者医療事業特別会計 第２号

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書
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議案第６９号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４２,４９７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４４,６４４,９９７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により繰り越して使用することのできる経費は、「第２表　繰越明許費補

　正」による。

　　令和７年６月５日　提出

令和７年度池田市一般会計補正予算（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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（単位：千円）

事　　　　業　　　　名

4 衛生費 2 清掃費 ごみ収集車購入事業 11,000

第２表　繰越明許費補正

款 項 金　　　額
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議案第６９号　　説　　明

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 ３ 号
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歳 入
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歳 出

-
 
9
5
 
-



-
 
9
6
 
-



-
 
9
7
 
-



-
 
9
8
 
-



-
 
9
9
 
-



-
 
1
0
0
 
-



-
 
1
0
1
 
-



-
 
1
0
2
 
-



参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,599,376     ─  　 25,599,376     

人　  件　  費 9,589,693     ─  　 9,589,693     

扶　  助　  費 12,255,801     ─  　 12,255,801     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,680,630     ─  　 1,680,630     

 そ　   の   　他 17,322,494     42,497     17,364,991     

物　  件　  費 8,329,838     28,056     8,357,894     

そ　  の　  他 8,992,656     14,441     9,007,097     

44,602,500     42,497     44,644,997     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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